
平
成
二
十
年
四
月
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十
四
日
提
出
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問
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八

号

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
へ
の
人
間
ド
ッ
ク
補
助
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
へ
の
人
間
ド
ッ
ク
補
助
に
関
す
る
質
問
主
意
書

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
実
施
に
あ
た
り
、
厚
生
労
働
省
は
、
「
七
十
五
歳
以
上
と
七
十
四
歳
以
下
で
受
け
ら
れ
る
医
療
に

違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
」
、
ま
た
、
「
七
十
五
歳
以
上
の
方
の
健
診
に
つ
い
て
『
す
べ
て
の
広
域
連
合
で
健
診
事
業
を
実
施
し
ま

す
』
」
（
平
成
二
十
年
四
月
四
日
、
第
一
回
「
長
寿
医
療
制
度
」
実
施
本
部
会
議
資
料
三
「
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
に
つ
い
て
」
）
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
と
き
は
人
間
ド
ッ
ク
の
補

助
が
あ
っ
た
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
た
者
も
多
い
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
は
、
引
き
続
き
人
間
ド
ッ
ク
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
は
何
箇
所
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
お
教
え

い
た
だ
き
た
い
。

二

厚
生
労
働
省
は
、
人
間
ド
ッ
ク
補
助
打
ち
切
り
の
実
態
把
握
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
と
っ

て
は
、
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る
疾
病
の
早
期
発
見
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
い
つ
ま
で
に
把
握

す
る
の
か
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

三

厚
生
労
働
省
は
、
人
間
ド
ッ
ク
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
は
問
題
と
思
わ
な
い
の
か
。

一



四

厚
生
労
働
省
は
、
人
間
ド
ッ
ク
補
助
を
ど
の
よ
う
に
継
続
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


